
「ソフトバンク BB サービス規約」新旧対照表

改定前（2013 年 9 月 3 日付） 改定後（2014 年 1 月 31 日付）

第 7条（契約の申込の承諾）

2.(8)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提供す

る他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延

しているとき。

2. (9) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社が提

供するサービスの利用契約を解除されていることが判明

したとき。

第 7条（契約の申込の承諾）

2.(8)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として

定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いを

なさずあるいは遅延しているとき。

2. (9) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先と

して定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除さ

れていることが判明したとき。

「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約」新旧対照表

改定前（2013 年 12 月 2 日付） 改定後（2014 年 1 月 31 日付）

第 5条（契約の申し込みの承諾）

2.(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提供す

る他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延

しているとき。

2. (13) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社が提

供するサービスの利用契約を解除されていることが判明

したとき。

第 5条（契約の申し込みの承諾）

2.(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として

定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いを

なさずあるいは遅延しているとき。

2. (13) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先と

して定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除さ

れていることが判明したとき。

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約」新旧対照表

改定前（2013 年 6 月 1 日付） 改定後（2014 年 1 月 31 日付）

第 5条（契約の申し込みの承諾）

2.(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提供す

る他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延

しているとき。

2. (13) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社が提

供するサービスの利用契約を解除されていることが判明

したとき。

第 5条（契約の申し込みの承諾）

2.(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として

定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いを

なさずあるいは遅延しているとき。

2. (13) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先と

して定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除さ

れていることが判明したとき。



「ソフトバンク BB プロバイダーサービス規約」新旧対照表

改定前（2013 年 6 月 1 日付） 改定後（2014 年 1 月 31 日付）

第 5条（契約の申込の承諾）

2.(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提供す

る他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延

しているとき。

2. (13) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社が提

供するサービスの利用契約を解除されていることが判明

したとき。

第 5条（契約の申し込みの承諾）

2.(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として

定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いを

なさずあるいは遅延しているとき。

2. (13) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先と

して定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除さ

れていることが判明したとき。

「BB フォン利用規約」新旧対照表

改定前（2013 年 6 月 1 日付） 改定後（2014 年 1 月 31 日付）

第 2条(定義)

（27）「パートナーサービス」とは、当社が提供する ADSL

回線サービスまたはフレッツ光

上で当社指定の電気通信事業者が提供するインターネッ

ト接続サービスをいいます。ただし、本サービスを当社が

提供する場合を除きます。

（28）「提携事業者」とは、パートナーサービスまたは IPv4

インターネット接続サービスにおいてインターネット接

続サービスを提供する当社指定の電気通信事業者をいい

ます。

（29）「パートナーサービス会員」とは、提携事業者およ

び当社との間でパートナーサービスに係る利用契約が成

立したパートナーサービスの利用者をいいます。

第 2条(定義)

（27）「IPv6 インターネット接続サービス」とは、フレッ

ツ光上で当社指定が提供するインターネット接続サービ

スをいいます。

（28）「パートナーサービス」とは、当社が提供する ADSL

回線サービスまたはフレッツ光上で当社指定の電気通信

事業者が提供するインターネット接続サービスをいいま

す。ただし、本サービスを当社が提供する場合を除きます。

（29）「提携事業者」とは、パートナーサービスまたは IPv4

インターネット接続サービス及び IPv6 インターネット接

続サービスにおいてインターネット接続サービスを提供

する当社指定の電気通信事業者をいいます。

（30）「パートナーサービス会員」とは、提携事業者およ

び当社との間でパートナーサービスに係る利用契約が成

立したパートナーサービスの利用者をいいます。

第 7条(利用契約の成立)

２の２．IPv4 インターネット接続サービスの会員または

申込者が本サービスの申し込みをし、かつ本サービスを当

社が提供する場合の利用契約の成立は、以下のとおりとし

ます。

(1) IPv4 インターネット接続サービスの申し込みと同時

に本サービスの申し込みをした場合、または IPv4 インタ

ーネット接続サービスの利用契約成立後に本サービスの

追加申し込みをした場合の利用契約は、前条に従い申込者

により本サービスの申し込みがなされ、かつ当社が当該申

し込みを承諾した日に成立するものとします。

第 7条(利用契約の成立)

２の２．IPv4 インターネット接続サービスまたは IPv6 イ

ンターネット接続サービスの会員または申込者が本サー

ビスの申し込みをし、かつ本サービスを当社が提供する場

合の利用契約の成立は、以下のとおりとします。

(1) IPv4 インターネット接続サービスまたは IPv6 イン

ターネット接続サービスの申し込みと同時に本サービス

の申し込みをした場合、または IPv4 インターネット接続

サービスまたは IPv6 インターネット接続サービスの利用

契約成立後に本サービスの追加申し込みをした場合の利

用契約は、前条に従い申込者により本サービスの申し込み



がなされ、かつ当社が当該申し込みを承諾した日に成立す

るものとします。

第 7条（利用契約の成立）

3.(8)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提供す

る他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延

しているとき。

3. (9) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通

信事業等における個人情報の取り扱いについて」において

個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社が提

供するサービスの利用契約を解除されていることが判明

したとき。

第 7条（利用契約の成立）

3.(8)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として

定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いを

なさずあるいは遅延しているとき。

3. (9)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信

事業等における個人情報の取り扱いについて」において個

人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先とし

て定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除され

ていることが判明したとき。

第 23 条(料金の計算方法)

3（5）会員が利用契約終了後に本サービスを利用した場合、

会員は当該利用に係る通話料相当額を支払うものとしま

す。

第 23 条(料金の計算方法)

3（5）会員が利用契約終了後に本サービスを利用した場合、

会員は当該利用に係る通話料相当額を支払うものとしま

す。この場合、割引サービスの利用契約は終了しているた

め、会員は割引前の通話料相当額を支払うものとします。

「Yahoo! BB 光シティサービス規約」新旧対照表

改定前（2013 年 6 月 1 日付） 改定後（2014 年 1 月 31 日付）

第６条（契約の成立）

2.(13)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提供す

る他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延

しているとき

2.(14)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信

事業等における個人情報の取り扱いについて」において個

人情報を当社と共同利用する者として定めた会社が提供

するサービスの利用契約を解除されていることが判明し

たとき

第６条（契約の成立）

2.(13)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事

業等における個人情報の取り扱いについて」において個人

情報を当社と共同利用する者または第三者提供先 として

定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いを

なさずあるいは遅延しているとき

2.(14)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信

事業等における個人情報の取り扱いについて」において個

人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先 とし

て定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除され

ていることが判明したとき


